
第３回定例会

主な内容 ２・３面…一般質問 ４面…４年間の任期を振り返って ５～７面…決算特集 ８面…可決された議案ほか
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平
成
２８
年
度
決
算
５
件
を

審
査
・
認
定

今
回
の
定
例
会
で
は
、
６
名
の

議
員
か
ら
区
政
一
般
質
問
が
行
わ

れ
た
ほ
か
、
平
成
２９
年
度
一
般
会

計
補
正
予
算
（
第
２
号
）
を
は
じ

め
と
す
る
区
長
提
出
議
案
等
２１
件

と
、
受
動
喫
煙
防
止
対
策
を
進
め

る
た
め
に
健
康
増
進
法
の
改
正
を

求
め
る
意
見
書
（
下
欄
参
照
）
な

ど
、
議
員
提
出
議
案
５
件
が
可
決

さ
れ
ま
し
た
。

矢切の渡し

可
決
さ
れ
た
意
見
書
（
要
旨
）

今
回
の
定
例
会
で
は
次
の
意
見
書
４
件
を
可
決
し
、
関
係
機
関
に
送
付
し
ま
し
た
。

（
件
名
の
下
の
分
は
意
見
の
分
か
れ
た
意
見
書
で
す
。
各
会
派
の
賛
否
は
８
面
に
掲
載
）

受
動
喫
煙
防
止
対
策
を
進
め
る
た
め
に
健
康
増
進
法
の
改
正
を
求
め
る
意
見
書

国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
次
の
と
お
り
国
民
の
健
康
を
最
優
先
に
考
え
、
受
動
喫
煙
防
止
対
策

の
取
り
組
み
を
進
め
る
た
め
の
、
罰
則
付
き
規
制
を
図
る
健
康
増
進
法
の
早
急
な
改
正
を
強
く
求

め
る
。

①
対
策
を
講
じ
る
に
当
た
っ
て
は
、
準
備
と
実
施
ま
で
の
周
知
期
間
を
設
け
る
こ
と
。

②
屋
内
の
職
場
・
公
共
の
場
を
全
面
禁
煙
と
す
る
よ
う
求
め
る
「
Ｗ
Ｈ
Ｏ
た
ば
こ
規
制
枠
組
条
約

第
８
条
の
実
施
の
た
め
の
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
」
を
十
分
考
慮
す
る
こ
と
。

③
屋
内
に
お
け
る
規
制
に
お
い
て
は
、
喫
煙
専
用
室
の
設
置
が
困
難
な
小
規
模
飲
食
店
に
配
慮
す

る
こ
と
。
ま
た
、
未
成
年
者
や
従
業
員
の
受
動
喫
煙
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。

④
各
自
治
体
の
路
上
喫
煙
規
制
条
例
等
と
の
調
整
を
視
野
に
入
れ
て
規
制
を
検
討
す
る
こ
と
。

小
中
学
校
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
必
修
化
に
対
し
て
支
援
を
求
め
る
意
見
書
分

政
府
に
対
し
、
小
中
学
校
に
お
け
る
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
必
修
化
に
関
し
て
、
次
の
事
項
の
実
施

を
強
く
求
め
る
。

①
早
期
に
プ
ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
教
育
の
指
導
概
要
に
つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ
と
。

②
自
治
体
間
の
格
差
を
是
正
し
、
円
滑
な
指
導
を
行
う
た
め
に
必
要
な
財
政
措
置
を
行
う
こ
と
。

③
民
間
の
人
材
を
積
極
的
に
活
用
し
た
り
、
小
規
模
な
自
治
体
に
お
い
て
適
正
な
人
員
配
置
が
困

難
な
場
合
な
ど
、
広
域
で
の
対
応
を
認
め
る
な
ど
、
弾
力
的
な
人
材
配
置
を
認
め
る
こ
と
。

ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
解
禁
に
慎
重
な
審
議
を
求
め
る
意
見
書

運
行
管
理
や
車
両
整
備
等
の
責
任
を
負
う
主
体
を
置
か
な
い
ま
ま
に
、
自
動
車
の
ド
ラ
イ
バ
ー

の
み
が
運
行
責
任
を
負
う
形
態
で
旅
客
輸
送
を
有
償
で
行
う
こ
と
は
、
安
全
の
確
保
や
利
用
者
の

保
護
等
の
観
点
か
ら
も
問
題
で
あ
り
、
極
め
て
慎
重
な
検
討
が
必
要
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
国
会
及

び
政
府
に
対
し
、
ラ
イ
ド
シ
ェ
ア
の
解
禁
に
つ
い
て
慎
重
な
審
議
を
強
く
求
め
る
。

乳
児
用
液
体
ミ
ル
ク
の
国
内
製
造
・
販
売
に
向
け
た
成
分
規
格
及
び
製
造
基
準
等
の
制
定
を
求
め
る
意
見
書

液
体
ミ
ル
ク
は
、
災
害
に
よ
る
断
水
・
停
電
等
の
際
や
、
災
害
ス
ト
レ
ス
な
ど
に
よ
る
母
体
の

体
調
不
良
時
で
あ
っ
て
も
、
安
心
し
て
ス
ム
ー
ズ
に
授
乳
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、
災
害
対
策

の
観
点
か
ら
も
有
用
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
避
難
所
や
保
育
施
設
、
病
院
な
ど
へ
の
備
蓄
の
必
要
性

も
示
さ
れ
て
い
る
。
よ
っ
て
、
国
会
及
び
政
府
に
対
し
、
乳
児
用
液
体
ミ
ル
ク
の
国
内
製
造
・
販

売
に
向
け
た
成
分
規
格
及
び
製
造
基
準
等
を
早
急
に
制
定
す
る
よ
う
強
く
求
め
る
。

政治家の寄附は、禁止されています。また、年賀状等時候の挨拶状
（答礼のための自筆のものを除く。）を出すことも禁止されています。
議員等政治家が、お祭り、親睦旅行会、会合などの行事に寄附や差し入れ等をしたり、お祝い金（出産・新築等）、贈り
物（お中元・お歳暮等）をすることは、公職選挙法により罰則をもって禁止されており、要求した人も罰せられます。

本会議（一般質問、議案の付託等）
決算審査特別委員会
常任委員会
（保健福祉、文教、建設環境、総務）
特別委員会（危機管理対策、都市基盤整
備、地方分権・行革）
議会運営委員会
本会議（議案の議決等）
決算審査特別委員会
議会運営委員会
本会議（議案の議決等）

９月 １１日

１３～１５日

１９・２０日

２１日
２２日

２５～２９日
１０月 ２日

３日
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